
 

   

福山市公告第２６１号  

 

次の業務委託について実施する事業者を、次のとおり公募により募集をすることとし

ましたので、公告します。 

 

２０２６年（令和８年）３月１７日 

 

福山市長 枝 広 直 幹    

 

１ 件名 

福山市「食」の自立支援事業配食業務 

２ 業務内容 

仕様書による。 

 

３ 応募資格 

当該事業を円滑かつ適正に実施できる法人等で、次の要件を満たす者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

(2) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社

更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てを行っていない

者（再生手続開始又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。）であること。 

(3) この公告の日から契約締結の日までの間のいずれの日においても、福山市の指名除

外措置若しくは指名留保措置又は入札参加資格の取消しを受けていない者であるこ

と。 

(4) 福山市に納付すべき市税の滞納がない者であること。 

(5) 国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 

 (6) 地域保健法第５条１項に規定する保健所より営業許可を得てから1年継続している

こと。 

 

４ 応募手続等 

(1) 担当部署 

   〒７２０－８５０１ 

    福山市東桜町３番５号 福山市保健福祉局長寿社会応援部高齢者支援課 

    電話：（０８４）９２８－１１８９、ファクシミリ：（０８４）９２８－７８１１ 

    Ｅメール：koureisha‐shien@city.fukuyama.hiroshima.jp 

(2) 応募の方法 

応募しようとする者は、次に掲げる応募書類を提出しなければならない。 

ア 応募申請書（様式１号） 

イ 実施区域調査票（様式２号） 



 

ウ 栄養管理状況調査票（様式３号） 

エ 誓約書（様式４号） 

オ 商業登記簿謄本（写しでも可）。個人事業主の場合は提出不要。 

カ 印鑑証明書（写しでも可） 

キ 市税の完納証明書（本市に納付すべき市税の滞納がないことを証明したもの。（写

しでも可）ただし、本市における納税義務のない者は申立書を提出すること。） 

ク 納税証明書（国に納付すべき消費税及び地方消費税の未納の税額がないことを証

明したもの。（写しでも可）） 

ケ 電子データの保存等に関する申出書（様式５号） 

コ 飲食店営業許可証３類（写し可） 

サ 食事のカラー写真 

シ 決算書（直近１年） 

ス その他添付書類受診対象職員について２０２４年度（令和６年度）の「健康診断」

及び「検便」の実施が確認できるもの（写し可）。ただし、遠隔地への配達のみを

実施する場合は提出不要。 

 (3) 申請書の入手先、提出先及び申請に関する問合せ先 

「(1) 担当部署」に同じ。なお、様式等は福山市ホームページ 

（https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/koreisha/）に掲載する。 

 (4)受付期間（提出締切） 

受付期間については、次のとおりとする。 

２０２６年（令和８年） 

契約締結 
提出締切 

（午後５時まで（必着）） 

質問受付 

（午後３時まで） 

４月１日（水） ３月２５日（水）まで ３月１８日（水）まで 

６月１日（月） 
前月の２０日まで。 

ただし、閉庁日の場合は翌

開庁日まで。 

前月の１０日まで。 

ただし、閉庁日の場合は翌

開庁日まで。 

８月１日（土） 

１０月１日（木） 

１２月１日（火） 

なお、提出締切が３月２５日（水）までの場合のスケジュールは次のとおりとする。 

２０２６年（令和８年） 

公告日 応募書類の提出に関する質問書（任意様式）の受付開始 

３月１８日（水） 質問受付終了（午後３時まで） 

３月１９日（木） 
質問に対する回答 

（午後１時までにホームページにより公表） 

３月２５日（水） 応募書類の提出締切（午後５時までに必着） 

３月下旬 審査結果の通知（受託事業者の候補者） 

 

５ 応募の無効 

応募者が次のいずれかに該当する場合は、当該応募を直ちに無効とする。 

(1) 応募資格に該当しないと認められるとき。 

(2) 応募書類に虚偽の内容を記載したとき。 

(3) 応募者又はその関係者が公正かつ公平な審査を直接又は間接に妨げたとき。 



 

(4) その他応募に係り不正の行為が認められるとき。 

 

６ 応募の審査及び対応 

(1) 審査及び結果の通知 

応募書類について、応募資格、契約書及び仕様書に定める要件を満たしているか審

査することとする。審査後、応募者には文書で結果を通知することとする。なお、受

託事業者の候補者として特定された事実を通知するものであり、業務の受託事業者と

して決定したものではないため、通知後は福山市（担当部署）と候補者において契約

締結に向けた協議を行うこととする。 

(2) 委託契約 

契約締結の決定は、該当年度予算が確定した場合のみとする。また、契約締結後、

受託事業者は速やかな事業開始となるよう着手することとする。 

 

７ 留意点 

(1) 応募に係る書類の作成等、応募に要する全ての費用は、応募者の負担とする。 

(2) 応募書類が揃わなかった場合は、応募申請書は受理しないこととする。 

(3) 提出された応募書類等は返却しないものとし、審査等に必要な範囲において複製を

することがあるものとする。 

(4) 応募を取り下げる場合は、取下書（任意様式）の提出が必要とする。 

(5) 本件は、予算議決前の準備行為として実施するものであり、議会において予算の減

額又は否決があった場合は、公募について実施の効力を失う場合があることとする。 

(6) 事業の委託契約締結後であっても、本公告に定める応募資格を満たさなくなった場

合、応募内容と実際面で重大な乖離があった場合、また、仕様書に基づく事業実施が

行なわれてない場合は委託契約を解除することとする。 

(7) 今後の社会情勢や財政事情の変化、その他の不可抗力等により、事業計画の変更又

は中止する場合があり、この場合、参加者に対して福山市は一切の責任を負わないも

のとする。 

 


